
令和６(2024)年
４月16日(火)
第497号

令和６（2024）年４月16日　火曜日 （351）

告 示
栃木県告示第257号
　学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、令和６（2024）年３月12日付けで、次の
とおり専修学校の設置を認可した。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 設 置 者 課 程 修業年限 定 員

さくら看護専門学校 宇都宮市春日町16番４号 学校法人東洋育英会 医療専門課程 ３年 120名

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第258号
　次の軽油引取税免税証は、令和６（2024）年３月18日から無効とした。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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免税証の
種 類

免税
用途

免税証の記号
及 び 番 号

枚数 有 効 期 間

免 税 証 に
記 載 さ れ た
販 売 業 者 の
所 在 地 名 称

免 税 証 を
交 付 し た
県税事務所名

無効の
事 由

200㍑券 農業 A0750328650 １枚
R６（2024）.１.１

～
R６（2024）.３.31

さくら市
（株）JAエル
サポート

栃 木 県
矢板県税事務所

紛失

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第259号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

廃止年月日 名 称 所 在 地

令和６（2024）年
１月31日

医療法人社団生命の泉山浦内科医院 足利市五十部町1256-５

令和６（2024）年
２月１日

小森谷内科医院 栃木市大平町富田4003-８

令和６（2024）年
１月31日

わたぼうし皮膚科クリニック 小山市城東２-18-７

令和６（2024）年
１月４日

なかむらこどもクリニック 真岡市熊倉１-25-７

令和６（2024）年
２月29日

マジマ歯科医院 那須塩原市若葉町７-６真島マンション３号
棟

令和６（2024）年
１月31日

ユーカリ薬局 小山市城東２-18-30

２　指定訪問看護事業者等

指 定
年 月 日

指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

令 和 ６
（2024）年
２月29日

一般社団法人あおぞ
ら福祉カレッジ

小山市中央町３-７-１
ロブレ７階

訪問看護あおぞら 小山市中央町３-７-１
ロブレ７階

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
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　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

小 倉 堰
土 地 改 良 区 理　事 荒木　通雄 栃木市西方町本城1351

令 和 ６
（2024）.
３.31

〃 福田　清一 　〃　　　〃　　498 〃

〃 小保方一美 　〃　西方町金崎752-３ 〃

〃 栗山　　実 　〃　　　〃　　433-４ 〃

〃 飯塚　　博 　〃　西方町元97-１ 〃

〃 早乙女喜一 　〃　西方町金井391-１ 〃

〃 古平　和夫 　〃　　　〃　　1167-１ 〃

〃 嶋田　安治 　〃　西方町本郷739-１ 〃

〃 松島　正之 　〃　都賀町家中5147-２ 〃

〃 坂本　政明 坂本　政明 　〃　西方町元1454 〃
令 和 ６
（2024）.
４.１

〃 二宮　信幸 二宮　信幸 　〃　西方町本郷259 〃 〃

〃 石川　　光 　〃　西方町本城1140 〃

〃 矢部　英夫 　〃　　　〃　　462 〃

〃 和賀井祥男 　〃　西方町金崎139 〃

〃 渡辺　秀男 　〃　　　〃　　306-１ 〃

〃 駒場　芳雄 　〃　西方町元581-１ 〃

〃 平出　幸一 　〃　西方町金井576 〃

〃 川島　邦男 　〃　　　〃　　171-１ 〃

〃 嶋田　正雄 　〃　西方町本郷1005-１ 〃

〃 青木　　保 　〃　都賀町家中6110-１ 〃

監　事 藤平　和男 　〃　西方町元511-２
令 和 ６
（2024）.
３.31

〃 臼井　好人 　〃　都賀町家中7120-２ 〃

〃 田谷　　均 　〃　西方町本城457 〃

〃 小島　正男 　〃　　　〃　　509-２
令 和 ６
（2024）.
４.１

〃 大阿久芳昭 　〃　西方町金井1709 〃
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西那須野東部
土 地 改 良 区 理　事 郡司　文夫 那須塩原市北赤田316-19

令 和 ６
（2024）.
３.28

〃 松原　松治 　　〃　　　〃　316-489 〃

〃 伊藤　芳保 　　〃　　上赤田238 〃

〃 内田　秀則 　　〃　　　〃　347-39 〃

〃 相馬　勝政 　　〃　　南赤田323-22 〃

〃 郡司　政明 　　〃　　東赤田321-320 〃

〃 後藤　正幸 　　〃　　　〃　321 〃

〃 大嶋　勝美 　　〃　　井口927 〃

〃 相馬　五夫 　　〃　　西富山254-１ 〃

〃 岩本志津雄 　　〃　　槻沢135-６ 〃

〃 髙村　広行 　　〃　　〃　142 〃

〃 渡辺　英男 　　〃　　高柳106-１ 〃

〃 鏑木　征男 鏑木　征男 　　〃　　井口８ 〃
令 和 ６

（2024）.
３.29

〃 君島　　修 君島　　修 　　〃　　〃　918 〃 〃

〃 鏑木　広志 鏑木　広志 　　〃　　〃　468 〃 〃

〃 田代　保雄 田代　保雄 　　〃　　東赤田321-11 〃 〃

〃 遅澤　一彦 遅澤　一彦 　　〃　　西遅沢91-２ 〃 〃

〃 矢吹　正一 　　〃　　北赤田316-29 〃

〃 宮澤　　顯 　　〃　　　〃　316-43 〃

〃 木澤　裕明 　　〃　　上赤田321-1221 〃

〃 保坂　吉孝 　　〃　　　〃　316-742 〃

〃 竹内　　章 　　〃　　南赤田238-670 〃

〃 田村　政男 　　〃　　東赤田321 〃

〃 宮田　武男 　　〃　　東三島６-340-11 〃

〃 齋藤富士雄 　　〃　　井口1045 〃

〃 相馬　秀市 　　〃　　西富山104-１ 〃

〃 江連　紀佳 　　〃　　槻沢50-１ 〃

〃 薄井　厚子 　　〃　　〃　428 〃

〃 松本　広美 　　〃　　西富山68-１ 〃

監 事 人見　光子 那須塩原市上赤田321-246
令 和 ６
（2024）.
３.28

〃 相馬　光雄 　　〃　　東三島６-342-18 〃
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監 事 粒来　紀男 粒来　紀男 那須塩原市井口702
令 和 ６
（2024）.
３.28

令 和 ６
（2024）.
３.29

〃 木村　好子 　　〃　　東赤田321-1310 〃

〃 髙橋　英子 　　〃　　北赤田316 〃

足 利 市
わたらせ川左岸
土 地 改 良 区

監　事 横島　和良 足利市本城１-1499
令 和 ６
（2024）.
２.８

〃 木村　茂夫 　〃　助戸東山町1748
令 和 ６
（2024）.
３.22

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年12月19日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、壬生町長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　作業種類
　　公共測量（空中写真撮影）
２　作業地域
　　壬生町全域
３　作業期間
　　令和５（2023）年９月１日から令和６（2024）年３月11日まで
Ⅱ
１　作業種類
　　公共測量　数値撮影（デジタル）　画素寸法10㎝
２　作業地域
　　真岡市全域
３　作業期間
　　令和５（2023）年11月15日から令和６（2024）年２月28日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年12月19日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、渡良瀬川河川事務所長から、その公共
測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり
公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（UAV　レーザー測量、基準点測量）
２　作業地域
　　栃木県日光市足尾町
３　作業期間
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　　令和５（2023）年６月９日から令和６（2024）年２月29日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年５月16日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、東日本高速道路株式会社関東支社宇都
宮管理事務所長から、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条
第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　足利市
３　作業期間
　　令和５（2023）年４月１日から同年11月17日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年12月19日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、宇都宮地方法務局長から、その公共測
量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公
示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（不動産登記法第14条第１項地図作成）
２　作業地域
　　宇都宮市江曽島本町の全部、江曽島三丁目、江曽島四丁目、江曽島町、春日町の各一部
３　作業期間
　　令和５（2023）年11月１日から令和６（2024）年２月26日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年３月31日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、上三川町長から、その公共測量が終
わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量
２　作業地域
　　河内郡上三川町
３　作業期間
　　令和５（2023）年３月８日から令和６（2024）年１月30日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和４（2022）年11月18日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、上都賀農業振興事務所長から、その公
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共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　鹿沼市
３　作業期間
　　令和４（2022）年10月３日から令和５（2023）年８月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年４月４日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、上都賀農業振興事務所長から、その公
共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　作業種類
　　公共測量（TSによる細部測量）
２　作業地域
　　鹿沼市千渡、白桑田、深津地内
３　作業期間
　　令和５（2023）年12月１日から令和６（2024）年３月11日まで
Ⅱ
１　作業種類
　　公共測量（TSによる細部測量）
２　作業地域
　　日光市薄井沢
３　作業期間
　　令和５（2023）年12月１日から令和６（2024）年３月18日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年３月31日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、関東農政局栃木南部農業水利事業所長
から、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量及び水準測量）
２　作業地域
　　小山市
３　作業期間
　　令和４（2022）年３月24日から令和５（2023）年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○公共測量の終了
　令和５（2023）年12月19日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、利根川上流河川事務所長から、その公
共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　作業種類
　　公共測量（３級基準点測量）
２　作業地域
　　栃木市東部
３　作業期間
　　令和５（2023）年11月６日から令和６（2024）年３月11日まで
Ⅱ
１　作業種類
　　３級基準点測量
２　作業地域
　　栃木県那須塩原市百村地内ほか
３　作業期間
　　令和５（2023）年６月30日から令和６（2024）年３月22日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和６（2024）年３月15日に変更した、小山栃木都市計画第一種市街地再開発事業（城山町三丁目第二地
区）の関係図書の写しを同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備
部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和６（2024）年３月15日に変更した、小山栃木都市計画高度利用地区の関係図書の写しを同法第21条第２
項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和６（2024）年３月15日に変更した、小山栃木都市計画地区計画（城山町三丁目第二地区）の関係図書の
写しを同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課にお
いて縦覧に供する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
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　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和６（2024）年３月29日に変更した、小山栃木都市計画用途地域の関係図書の写しを同法第21条第２項に
おいて準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和６（2024）年３月29日に変更した、小山栃木都市計画地区計画（小山第四工業団地地区）の関係図書の
写しを同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課にお
いて縦覧に供する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和６（2024）年４月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　覚醒剤等薬物事犯検挙用質量分析装置　一式　
⑵　借入物品の特質等　詳細は入札説明書による。
⑶　借入期間　令和６（2024）年８月１日から令和16（2034）年７月31日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として
実施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除
されたときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県警察本部刑事部科学捜査研究所
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有す
るものと決定された者であること。
　　大分類「Ｎ通信、情報処理」小分類「２情報関連サービス」又は大分類「Ｐその他のサービス」小分
類「２リース、レンタル」
⑶　入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
　　〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話028-623-3801
⑵　入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付方法
　　令和６（2024）年４月16日から同年５月17日まで入札情報システムで公開する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　　令和６（2024）年６月４日（火）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。
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　　ただし、紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所
に、郵送（書留郵便）又は持参により同期日までに提出すること。
イ　開札の日時及び場所
　　令和６（2024）年６月５日（水）午前10時
　　栃木県警察本部２階入札室
⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札
価格に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額
を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札参加希望者に要求される事項
　　この入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書を令和６（2024）年５月17日（金）午前10
時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。
⑷　審査
ア　入札希望参加者が提出した競争参加資格確認申請書について審査し、その結果は電子入札システム
により、令和６（2024）年５月31日（金）までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ　入札参加資格確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。

⑸　仕様書等に関する質問及びその回答
ア　質問期限及び質問方法
　　令和６（2024）年４月30日（火）午後５時
　　上記期限までに電子入札システムにより質問すること。
　　ただし、紙入札者は、質問書様式により、電子メールで提出するものとする。
イ　質問及び回答の一斉公開期限及び公開方法
　　令和６（2024）年５月10日（金）
　　上記期限までに電子入札システムで公開する。
⑹　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る
入札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月26日付け栃会第433号）第19条に掲げ
る入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑺　落札者の決定方法
ア　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって
有効な入札を行った者を落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定する
ものとする。

⑻　契約書作成の要否　要
⑼　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達実施要
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領及び栃木県警察物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年４月26日付け栃会第434号）の定める
ところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　Gas chromatograph-mass spectrometer for drug-related criminal investigation, 1set.
⑵　Time-limit for tender:
　　17:00, June 4, 2024
⑶　Information is available at:
　　Treasurer Section,
　　Accounting Division,
　　Department of Police Administration
　　Tochigi Prefectural Police Headquarters
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510
　　TEL 028-623-3801

Ⅱ
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　栃木県組織犯罪対策情報管理システム機器等賃貸借及び保守業務　一式
⑵　借入物品の特質等　詳細は入札説明書による。
⑶　借入期間　令和７（2025）年１月１日から令和12（2030）年12月31日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として
実施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除
されたときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　仕様書のとおり。
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有す
るものと決定された者であること。
　　大分類「Ｎ通信、情報処理」小分類「２情報関連サービス」又は大分類「Ｐその他のサービス」小分
類「２リース、レンタル」
⑶　入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
　　〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話028-623-3801
⑵　入札説明書及び仕様書の交付期間、交付場所及び交付方法
　　令和６（2024）年４月16日（火）から同年５月17日（金）まで入札情報システムで公開する。ただ
し、仕様書は来庁による交付とする。来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）午前９時から午後５時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　　令和６（2024）年６月５日（水）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。
　　ただし、紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所
に、郵送（書留郵便）又は持参により同期日までに提出すること。
イ　開札の日時及び場所
　　令和６（2024）年６月６日（木）午前10時
　　栃木県警察本部２階入札室
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⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札
価格に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額
を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札参加希望者に要求される事項
ア　この入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書を令和６（2024）年５月17日（金）午前
10時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。また、仕様書に基づいて
作成した書類を令和６（2024）年５月17日（金）午前10時までに組織犯罪対策第一課まで提出するこ
と。書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県警察物品
等電子調達運用基準（令和３（2021）年４月26日付け栃会第434号）に定める提出書類通知書（様式
２）を提出することにより、当該添付書類の郵送（書留郵便）又は持参による提出ができるものとす
る。この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割
はできないものとする。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
　　なお、提出された書類等については、返却しない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課長が、入札者の作成した書類をイの技術審査
基準により審査し、採用し得ると判断した書類を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とす
る。
イ　技術審査基準　入札者が作成した書類が、仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合す
ると認められるものであること。
ウ　審査結果は、電子入札システムにより、令和６（2024）年５月31日（金）までに入札参加希望者に
伝えるものとする。

⑸　仕様書等に関する質問及びその回答
ア　質問期限及び質問方法
　　令和６（2024）年４月30日（火）午後４時
　　上記期限までに電子入札システムにより質問すること。
　　ただし、紙入札者は、質問書様式により、電子メールで提出するものとする。
イ　質問及び回答の一斉公開期限及び公開方法
　　令和６（2024）年５月10日（金）
　　上記期限までに電子入札システム及び栃木県警ホームページ上に公開する。
⑹　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る
入札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月26日付け栃会第433号）第19条に掲げ
る入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑺　落札者の決定方法
ア　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県財務規則第154
条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を
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落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定する
ものとする。

⑻　契約書作成の要否　要
　　本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電子データで作成し、押印に代
わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの）によ
る締結を可とする（受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する）。
　　締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に
係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する
必要がある。
⑼　その他　　
ア　最低制限価格の有無　無
イ　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達実施要
領及び栃木県警察物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　Apparatuses for Tochigi prefectural organized crime information control system and maintenance 
　　service, 1 set
　　(Lease of apparatuses and Maintenance contract）
⑵　Time-limit for tender:
　　17:00, June ５, 2024
⑶　Information is available at:
　　Treasurer Section,
　　Acounting Division,
　　Department of Police Administration,
　　Tochigi Prefectural Police Headquarters 
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510 
　　TEL 028-621-3801

（警察本部警務部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────


